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政
令
第

号

ガ
ス
事
業
法
施
行
令
及
び
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
五
十
四
条
の
二
、
第
八
十
条
の
二
及
び
第
百
八
十
九
条
第

五
項
並
び
に
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
四
十
八
条
及
び
第

七
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
。
以
下
「
液
化
石
油
ガ
ス
法
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
四
項
の
表
第
二
十
号
中
「
（
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
の
表
第
二
号
中
「
及
び
第
百
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
か
ら
第
三
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項
ま
で
並
び
に
第
百
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
五
）
法
第
五
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
の
特
定

特
別
一
般
ガ
ス
導
管
事

関
係
事
業
者
等
（
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
、
特
定
ガ
ス
導

業
者
の
供
給
区
域
を
管

管
事
業
者
及
び
ガ
ス
製
造
事
業
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の

轄
す
る
経
済
産
業
局
長

（
六
）
法
第
八
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
の
特
定
関

特
別
特
定
ガ
ス
導
管
事

係
事
業
者
等
（
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
、
特
定
ガ
ス
導
管

業
者
の
特
定
導
管
の
設

事
業
者
及
び
ガ
ス
製
造
事
業
者
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の

置
の
場
所
を
管
轄
す
る

経
済
産
業
局
長

第
十
五
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十

二
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
十
一
条
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
六
項
及
び
第
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
六
項
及
び
第
十
七
条
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。
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（
兼
業
の
制
限
の
対
象
と
な
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
の
導
管
の
規
模
等
）

第
五
条

法
第
五
十
四
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
導
管
の
規
模
は
、
導
管
の
総
延
長
が
二
万
六
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

２

法
第
五
十
四
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
般
ガ
ス
導
管
事
業
の
用
に
供
す
る
導
管
に
二
以
上
の
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
（
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
イ
に
規

定
す
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
接
続
さ
れ
て
い
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
者
が
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
兼
業
の
制
限
の
対
象
と
な
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
の
導
管
の
規
模
等
）

第
六
条

法
第
八
十
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
導
管
の
規
模
は
、
導
管
の
総
延
長
が
二
万
六
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

２

法
第
八
十
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
ガ
ス
導
管
事
業
の
用
に
供
す
る
導
管
に
二
以
上
の
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
が
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
接
続
さ
れ
て
い
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
者
が
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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別
表
第
一
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
第
十
条
、
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
、
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第

四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
条
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
条

第
一
項
第
二
号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
同
表
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
同
表
第
六
号
及
び
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
五
号
旧
ガ
ス
事
業
法
」
を
「
旧
ガ
ス
事
業
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
三
条

を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
。
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
。
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次

の
二
条
を
加
え
る
。
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（
改
正
法
附
則
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
有
権
の
保
存
の
登
記
の
申
請
等
）

第
十
条

改
正
法
附
則
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
有
権
の
保
存
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
不
動
産
登

記
令
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
改
正
法
附
則
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
を
申
請
す
る
旨
を
申

請
情
報
の
内
容
と
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

改
正
法
附
則
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
割
証
明
情
報

二

申
請
人
が
表
題
部
所
有
者
か
ら
改
正
法
附
則
第
四
十
七
条
第
二
項
の
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
た
こ
と
を
証
す
る

表
題
部
所
有
者
が
作
成
し
た
情
報

三

登
記
名
義
人
と
な
る
者
の
住
所
を
証
す
る
登
記
官
が
作
成
し
た
情
報

２

不
動
産
登
記
令
第
九
条
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
申
請
情
報
と
併
せ
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
住

所
を
証
す
る
情
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
四
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
有
権
の
保

存
の
登
記
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
附
則
第
四
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
四
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
附
則
第
四
十
七
条
第
一
項
」
と
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あ
る
の
は
「
附
則
第
四
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
人
の
分
割
に
関
す
る
登
録
免
許
税
の
非
課
税
の
対
象
と
な
る
法
人
の
導
管
の
規
模
等
）

第
十
一
条

改
正
法
附
則
第
四
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
導
管
の
規
模
は
、
導
管
の
総
延
長
が
二
万
六
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

改
正
法
附
則
第
四
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
又
は
同
条

第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
の
用
に
供
す
る
導
管
に
二
以
上
の
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
（
同
条
第
四
項
第

二
号
イ
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
接
続
さ
れ
て
い
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
者
が
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

兼
業
の
制
限
の
対
象
と
な
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
及
び
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
の
要
件
を
定
め
る
と
と
も
に
、
法
人
の

分
割
に
関
す
る
登
録
免
許
税
の
非
課
税
の
対
象
と
な
る
法
人
の
要
件
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。




